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１．食品添加物とは
歴史、食品衛生法、役割、表示、安全性

２．安全と安心のへだたり
化学物質？発がん物質？それでも不安は残る？無添加表示？

３．リスクコミュニケーションツールの紹介
食科協：食の安全検定ナビ、日本公衆衛生協会：クロスロードゲーム

食の安全リスクコミュニケーション

「食品添加物について」

日時：平成24年12月17日(月)14:55～16:25

説明：日本食品添加物協会 佐仲 登
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世界における発達

•薫蒸 ５０万年前頃 原人

•塩蔵 紀元前５０００年頃 地中海地方

•発酵 紀元前３０００年頃 古代バビロニア

•にがり、かんすい 紀元前３０００年頃 中国

•岩塩（ハム等） ローマ帝国時代 ガリア地方

•賦香、賦辛 １４世紀頃 イタリア地方

•色づけ １４世紀頃 イタリア地方

•乳化 １８世紀頃 フランス地方

歴史－１

１）食品加工の歴史

１．食品添加物とは
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「日本における発達」

•塩蔵 塩 弥生・古墳時代

•賦香・賦辛 わさび、さんしょう 弥生・古墳時代

•色づけ クチナシ、ベニバナ 奈良・平安時代

•凝固 にがり、消石灰 奈良・平安時代

•発酵 醤 室町時代

•だし こんぶ、鰹節 江戸時代

•ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸Ｎａ こんぶの呈味成分 明治時代

•ｲﾉｼﾝ酸Ｎａ 鰹節の呈味成分 大正・昭和時代

•ｸﾞｱﾆﾙ酸Ｎａ しいたけの呈味成分 昭和時代

歴史－２

食品添加物は食品加工技術の進歩と共にある
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（１）食品添加物の定義（食品衛生法）
食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で
食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの。

（２）法律上の分類
(平成24年11月2日現在)

食品添加物

指定添加物
４２５品目
（リスト化）

既存添加物
３６５品目
（リスト化）

天然香料
基原物質

（約６００品目例示）

一般飲食物
添加物

（約１００品目例示）

注：指定添加物： 安全性と有効性を確認して国が使用して良い

とした食品添加物（品目が決められている）

既存添加物： 長年使用されてきた天然添加物で、国が使用

を認めている添加物（品目が決められている）

天然香料： 植物、動物を起源とする香料

一般飲食物添加物： 通常、食品として用いられるが、食品添加物的
な使い方をする添加物

法規－２

ポジティブリスト制
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役割－１

（１）食品の品質を保つ

食品の微生物による腐敗・変敗を 防ぎ、食中毒を防ぐもの 保存料

食品や原材料などに付着している微生物を殺菌するもの 殺菌料

食品中の油脂などの酸化を防ぎ、 変色・変臭や発がん性の可
能性がある過酸化物などの生成を押さえるもの

酸化防止剤

かんきつ類などの輸送や貯蔵中のカビの発生を防ぐもの 防かび剤

そうざいなど保存期間の短い食品の品質を保持するもの 日持向上剤

（２）食品の嗜好性の向上

食品の味・香に関するもの 甘味料、酸味料、苦味料、調味料、香料 など

食品の食感に係わるもの ゲル化剤、増粘剤 など

食品の色に係わるもの 着色料、漂白剤、発色剤 など

３）食品添加物の役割
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役割－２

（３）食品の製造又は加工するときに使用する

形を与えるもの 豆腐の形を作る（豆腐用凝固剤）

饅頭の皮を膨らませる（膨脹剤）
ゼリーの形を作る（ゲル化剤）

水と油を混ぜ乳化物を作る（乳化剤）

食感を作るもの 中華めんを作る（かんすい）

混在物を除くもの 沈殿物や濁りを除く（ろ過助剤）

油を取り出すもの 油糧植物から食用にする油を取り出す（抽出溶剤）

（４）栄養価の補填・強化

調理・加工中に原材料の栄養成分が減ることがあるため、
そのような栄養成分を補填したり、強化するもの

ビタミン、ミネラル、ア
ミノ酸類
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表示－１

（１）ＪＡＳ法の加工食品品質表示基準による表示
一括表示の原材料欄に食品原料と食品添加物とを区分して
量の多い順に記載する。

（食品添加物については食品衛生法に準じて記載する。）

（２）食品衛生法による表示

①使用した全ての食品添加物を「物質名」（名称、別名、

簡略名、類別名も可）で食品に表示する。（原則）

(例外)

用途名も併記 甘味料、着色料、保存料、増粘剤、酸化防止剤、
発色剤、漂白剤、防かび剤

一括名で表示可 イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、
光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、
苦味料、乳化剤、ｐＨ調整剤、膨脹剤、軟化剤

表示免除 加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化剤、
小包装食品(表示面積30cm２以下)、バラ売り食品

４）食品添加物の表示（食品における）

平成21年9月より消費者庁が管轄
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②用途名併記の食品添加物

表示－２

用途名 目 的 添加物名

甘味料 食品に甘みを与える キシリトール 他

着色料 食品を着色し、色調を調整する クチナシ黄色素 他

保存料 かびや細菌の発育を抑制、食品の保存性
をよくする

ソルビン酸 他

増粘剤、安定剤、
ゲル化剤

食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、安
定性を向上

ペクチン 他

酸化防止剤 油脂などの酸化を防ぎ、保存性をよくする ミックスビタミンＥ他

発色剤 ハム・ソーセージ等の色調・風味を改善する 亜硝酸ナトリウム 他

漂白剤 食品を漂白し、白く、きれいにする 亜硫酸ナトリウム 他

防かび剤 輸入柑橘類等のかびの発生を防止する ジフェニール 他
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③一括名表示の食品添加物
表示－３

一括名 目 的 添加物名

イーストフード パンなどのイーストの発酵をよくする リン酸三カルシウム 他

ガムベース チューインガムの基材に用いる エステルガム 他

香料 食品に香りをつけ、おいしさを増す オレンジ香料 他

酸味料 食品に酸味を与える クエン酸 他

調味料 食品にうま味などを与え、味を調える Ｌ-グルタミン酸ナトリウム 他

豆腐用凝固剤 豆腐を作る時に豆乳を固める 塩化マグネシウム 他

乳化剤 水と油を均一に混ぜ合わせる グリセリン脂肪酸エステル 他

ｐＨ調整剤 食品のpHを調節し、品質をよくする DL—リンゴ酸 他

かんすい 中華めんの食感、風味を出す 炭酸カリウム（無水） 他

膨脹剤 ケーキなどをふっくらさせ、ソフトにする 炭酸水素ナトリウム 他

苦味料 苦味を付与することで味をよくする カフェイン（抽出物） 他

光沢剤 食品の保護及び表面に光沢を与える ミツロウ 他

軟化剤 チューインガムを柔軟に保つ グリセリン 他

酵素 触媒作用で食品の品質を改善する βｰアミラーゼ 他
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表示－４

④表示免除の食品添加物

加工助剤 加工工程では使用され
るが除去されたりしてほ
とんど残らないもの

水酸化ナトリウム

活性炭 他

キャリーオーバー 原料中に含まれるが、
使用した食品には微量
で添加物としての効果
のないもの

せんべいに使用され
るしょうゆに含まれ
る保存料 他

栄養強化剤 栄養素を強化するもの ビタミンＡ

乳酸カルシウム 他
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品名 調理パン

原材料名 パン、卵サラダ、ハム、ショートニング、マーガリン、乳化剤、膨脹剤、イーストフード、
V.C 、ｐH調整剤、調味料（アミノ酸等）、カロテノイド色素、コチニール色素、保存
料（ソルビン酸、ポリリジン）、酸化防止剤（V .E）、発色剤（亜硝酸Na）、増粘多糖
類、グリシン、酢酸Na、リン酸塩（ Na）、香料

（原材料の一部に乳成分、大豆、鶏エキス、豚肉、りんご、ゼラチンを含む）

内容量 300g                    消費期限 表面下部に記載

保存方法 直射日光、高温多湿を避けて保存ください。

販売者 日本食品添加物株式会社 ＴＥＮ 東京都中央区日本橋堀留町１－３－９

注： 下線があるのは食品添加物です。（量の多い順に記載されます。）
紫色：用途名併記の添加物の例（着色料の場合、物質名に色とあれば用途名

併記は省略可能です。また増粘多糖類を増粘目的で使用した場合も
用途名併記は省略可能です。）

青色：一括名表示の添加物の例
黄色：物質名表示の添加物の例
緑色：アレルギーに関する表示（食品原料、添加物を含めた特定原材料等を

記載しています。）

５）食品添加物の使用と表示の例

（１）実際の商品の表示例
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（２）加工食品での使用と表示（例）

以下は例示であり、製造工程は一例を示していますので必ずしも実際の商品がこ

のように作られているとは限りません。

また表示も、分かり易くするため表示する食品添加物を特に紫色で記載しています。

①パン

品 名  食 パ ン  

原 材 料 名  小 麦 粉 、 糖 類 、 ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ、 イ ー ス ト 、 食 塩 、 乳 製 品 、 イ ー ス ト フ

ー ド 、 乳 化 剤 、 Ｖ ． Ｃ 、 保 存 料 （ プ ロ ピ オ ン 酸 Ｃ ａ ）  

 

表示

注：食品添加物は枠外に記載
紫字：要表示 青字：キャリーオーバー 緑字：加工助剤

製造工程

分割・
丸め

製 品

小麦粉
糖類

ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ
食塩

乳製品
イースト

など

ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、乳化剤、
Ｖ．Ｃ、保存料

発 酵
中間
発酵

整形・
型詰

最終
発酵

焼 成冷 却スライス

酸化防止剤

使用と表示例－２
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②豆腐

品 名  もめ ん 豆 腐  

原 材 料 名  丸 大 豆 、 豆 腐 用 凝 固 剤 （塩 化 マ グ ネ シ ウ ム

（に が り））  
 

製造工程

表示

乳化剤

豆腐用凝固剤

消泡剤

大豆汁

豆乳

大豆
など

製品

浸漬 磨砕

凝固 煮沸

（注：前例と同じ）

使用と表示例－３
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③アイスクリーム

名 称  ア イ ス ク リ ー ム  

原 材 料 名  加 糖 練 乳 、 無 塩 バ タ ー 、 ク リ ー ム 、 水 飴 、 脱 脂 粉

乳 、 砂 糖 、 安 定 剤 （ ア ル ギ ン 酸 ナ ト リ ウ ム ） 、 乳

化 剤 、 香 料 、 着 色 料 （ ニ ン ジ ン カ ロ テ ン ）  
 

表示

製造工程

香料

安定剤、乳化剤、
着色料

均質化

製品

加糖練乳
無塩バター

クリーム
水飴

脱脂粉乳
など

ろ過 殺菌

冷却
フリージ

ング充填硬化

加熱・
溶解

（注：前例と同じ）

使用と表示例－４
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製造工程

④砂糖

表示 品名  砂糖  

原材料名  てん菜  
 

（注：前例と同じ）

酸化Ｍｇ ケイソウ土

ケイソウ土

ろ過

製品

てん菜 清浄
脱色・
脱塩

ろ過

濃縮晶析分蜜
乾燥・
冷却

浸出又
は圧搾

活性炭

使用と表示例－５
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食品表示、安全性などに関する情報

● 消費者庁、「食品の表示」：
http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02

● 消費者庁、「食品表示に関するパンフレット・Ｑ＆Ａ・ガイドライン」：

http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m08

● 厚生労働省、「食の安全に関するQ&A」：

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/index.html

●農林水産省、「食品表示とJAS規格」：
http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html

● 東京都福祉保険局ホームページ「食品衛生の窓」：
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/index.html
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小麦、そば、卵、乳製品、落花生、
フグ、カキ、ホタテ貝、マグロ、クジラ、メカジキ、キンメダイ

青梅、ギンナン、ジャガイモ、ホウレンソウ、
（タバコ）、酒、コーヒー、塩、焼肉、焼き魚、

健康食品、（薬、漢方薬、農薬、食品添加物） など

危険なものはどんなに少しでも
入っていたらいや！

理想論ではなく
現実論で考えなくては
食べるものがなくなる

どんな食品にも危険性はある

６）食品の安全性
安全性－１
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①経験的判断
長年の食経験から「昔から食べているか
ら安全性に問題がない」と判断
新しいものに対する不安
科学に対する不安、不信

②科学的判断（リスク分析法）
「１００％安全な食品」はないので危険度
を減らして「少しでも安全な食品」を供給
し、食べるという考え方。

（１）食品の安全性を判断する２つの考え方

天然物は安全

化学物質は有害

人に悪影響が出な
い量を科学的に判
断し、管理する

二者択一的判断 ＝ 体に良いもの、悪いもの

安全性－２
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食品安全委員会が行う。
物質のリスクを評価する（一日摂取許容量の設定など）。

国際的にはJECFAが行っている。

農林水産省及び厚生労働省が行う。
消費者の健康に危害を及ぼさないように、物質のリスク

が安全なレベル以下になるように管理する（食品添加物の
指定、使用基準の設定など）。

食品安全委員会、農林水産省及び厚生労働省などが行う。
安全性および信頼確保のために、リスクおよび安全行

政に関して消費者、生産者、産業界、学会等と相互に意見
交換をおこなう。

（２）安全性に対する考え方 －リスク分析－

①リスク評価

②リスク管理

③リスクコミュニケーション

安全性－３
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①リスク評価
安全性－４

死亡

中毒

医薬品の
用法・用量

量の増加

中毒量域 致死量域作用量域

生
体
へ
の
反
応
ま
た
は

効
果
の
度
合
い
・
作
用

無毒性量域 閾
値

食
品
添
加
物
の

使
用
量
限
度

通常食品成分の摂取量 飲酒

(藤井正美原図)

} }
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②リスク管理

（ⅰ）最大無毒性量（リスク評価）

実験動物で、一生、毎日食べ

続けても有害な影響のみられな

い最大の用量で体重１ｋｇ当たり

のｍｇで表わされる。

（ⅱ）１日摂取許容量(ADI)（リスク評価）

最大無毒性量の通常１／１００

として求められる。ヒトが一生、毎日

食べ続けても安全と考えられる量。

（ⅲ）使用基準の決定（リスク管理）

実際の摂取量がADIを超えない

ように使用実態を調べ、使用基準を定める。

リスク評価結果に基づき安全な使用基準などを定める。

安全性－６

0

0.5

1

１００

最大無
毒性量

１日摂取
許容量

実際の
摂取量
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食品添加物の複合摂取による影響

食品安全委員会平成18年度食品安全確保総合調査

①体外における添加物同士の相互作用（化学反応）
例：清涼飲料水中のアスコルビン酸と安息香酸の反応によるベンゼンの生成
現状の摂取レベルから見て健康影響のリスクは著しく低いとする米国をはじめとする

諸外国の機関により評価されている。

②複数の添加物が体内に摂取された後の相互作用（特に相乗作用）
添加物の組合せは無数にあるものの、実際に問題となりうる事例はなく、肝臓、腎

臓等に影響を与える可能性が理論的に考えられる添加物についての組み合わせにつ
いて評価した海外の研究でも、摂取レベルから見て問題ないとの結論であった。

現在、食品添加物はＡＤＩの考え方を基本として個別に安全性が審査されているが、
複合影響の可能性を検討する際にもこのアプローチは有効であり、個々の食品添加
物の評価を十分行うことで、食品添加物の複合影響についても実質的な安全性を十
分確保することが可能。
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食品添加物一日摂取量調査
－マーケットバスケット調査－

スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれてい
る食品添加物量を分析して測り、その結果に国民健康・栄養調
査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求める方法

対象食品添加物
•平成14年度、18年度 甘味料（アスパルテーム等）
•平成15年度、19年度 保存料等（ソルビン酸等）
•平成16年度、20年度 酸化防止剤等（BHA等）
•平成17年度 栄養強化剤等（グルコン酸亜鉛）
•平成21年度甘味料、保存料、着色料等（アセスルファムＫ、

ソルビン酸、タール色素等）の小児の摂取量を調査
•平成22年度甘味料、保存料、着色料等（アセスルファムＫ、

ソルビン酸、タール色素等）の成人の摂取量を調査
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食品添加物の一日摂取許容量(ADI)と実際の摂取量

１０２．７％１９０※１８５硝酸根

８．９０％０．８９１０亜硝酸根

５．９２％５．９２１００α-トコフェロール

０．００％０．００２１４７食用青色１号

０．０４％０．１８４４１食用黄色４号

０．１３％０．３７２９４サッカリン

０．３５％３．０６８８３アセスルファムカリウム

０．３６％１．０６２９４安息香酸

０．４６％６．８２１，４７２ソルビン酸

１．３０％１９．５１１，４７２プロピレングリコール

摂取量対ADI比一日摂取量(mg/人)ADI (mg/50kg)食品添加物

食品添加物摂取量調査結果より

※ほとんど野菜から摂取
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指定等要請者

③食品添加物の指定等の流れ

リスク評価

パブリックコメント

ADI設定

申請の確認

施行

省令・告示の改正

審議会（分科会）・答申

WTO通報、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

諮問・審議会（部会）
（基準値案の検討）

厚生労働省

資料の入手意見聴取

(基本法第24条)

通知、勧告

3～4ｹ月

食品安全委員会

消費者庁

協議

消費者安全課

食品表示課
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食品安全基本法のポイント

①国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、必要な措置を実施

②食品供給行程の各段階において、安全性を確保

③国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置を実施

関係者の責務・役割

基本理念

○国の責務及び地方公共団体の責務

・適切な役割分担の下、食品の安全の確保に関する施策を策定・実施

○食品関連事業者の責務

・食品の安全性の確保について、第一義的な責任を有することを認識し、必要な措置を適
切に実施

・正確かつ適切な情報提供に努める

・国または地方自治体等が実施する施策に協力

○消費者の役割

・知識と理解を深めるとともに、施策について意見を表明するように努める

28

食品添加物の大原則

１．有用性がなくては食品添加物でない
２．使ってよい食品添加物は決められている

→ポジティブリスト制

３．安全性が科学的に確認されている
→リスク評価

４．摂取してもよい量が決められている
→使用基準（リスク管理）

５．実際に摂り過ぎていないか確認されている
→摂取量調査（リスク管理）

６．食品添加物の品質が決められている
→食品添加物公定書（リスク管理）
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１）食品添加物は化学物質？

●添加物の数と由来
指定添加物 ４２５品目
既存添加物 ３６５品目

計 ７９０品目（平成24年11月2日現在）
これらはいずれも化学物質で、由来から分けると

①天然に存在しない新しい構造の化学物質（一部の指定添加物、
約６０品目）

・平均の摂取量 約０．１ｇ／日・人
・安全性 リスク評価・管理されている

②天然から得る化学物質および天然にあるものと同じ構造の
化学物質（既存添加物および多くの指定添加物、約７３０品目）

・平均の摂取量 約５～１０ｇ／日・人

・安全性 既存添加物の一部の安全性が未確認

化学物質－１

２．安全と安心のへだたり
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エタノール、マルトース、グルコース、iso-アミルアル

コール、コハク酸、リンゴ酸、乳酸、酢酸エチル、

酢酸イソアミル、カプロン酸エチル、グルタミン酸、

アラニン、スレオニン、アルギニン、ロイシン、コリン、

アセトアルデヒド、メチルメルカプタン

など200種類以上の化学物質を含む。

●日本酒の中の物質（化学物質）例とその数

化学物質－２
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２）食品添加物は発がん物質？

（１）がんの原因についてのがん学者と一般消費者の考え方の違い
（食品安全委員会 季刊誌「食品安全」Vol.９、２００６より）

発がん性－１

32

１．食事内容：野菜や果物、豆類、精製度の低いデンプン質などの主食食品が
豊富な食事をする。

２．体重：ＢＭＩ（体重ｋｇ/（身長ｍ）2）を18.5～25に維持し、成人期の体重増加は5ｋｇ未満。
３．身体活動：1日1時間の速歩を行い、1週間に合計1時間は強度の強い運動を行う。
４．野菜と果物：1日400～800ｇまたは5皿以上（1皿は80ｇ相当）の野菜類や果物類を食べる。
５．その他の植物性食品：１日に600～800ｇまたは７皿以上の穀類、豆類、芋類、

バナナなどを食べる。
６．飲酒：飲酒は勧められない。飲むなら１日男性は２杯（＝日本酒１合）、女性は１杯以下。
７．肉類：赤身の肉を１日80ｇ以下に抑える（赤身の肉とは、牛肉、羊肉、豚肉）。
８．総脂肪量：動物性脂肪を控え、植物油を使用して総エネルギーの15～30％の

範囲に抑える。
９．塩分：塩分は１日6ｇ以下。調味に香辛料やハーブを使用し、減塩の工夫をする

（酢の使用もよい）。
１０．かびの防止：常温で長時間放置したり、かびがはえた食物は食べないようにする。
１１．冷蔵庫での保存：腐敗しやすい食物の保存は、冷蔵庫で冷凍か冷却する。
１２．食品添加物と残留物：添加物、汚染物質、その他の残留物は、適切な規制下では

特に心配はいらない。
１３．調理法：黒焦げの食物を避け、直火焼きの肉や魚、塩干燻製食品は控える。
１４．栄養補助食品：この勧告を守れば、あえてとる必要はなく、がん予防にも役立たない。

（北海道医師会ホームページより）

（２）がん予防のための食生活１４ヶ条
（世界がん研究財団、米国がん研究財団、１９９７年）

発がん性－２
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ⅱ）安全性に問題があるとして削除された主な食品添加物の例

１９６５～７２年（S４０～４７） 食用赤色１号などタール系色素の削除

１９６８年（S４３） ズルチンの削除

１９７４年（S４９） ＡＦ２の削除

２００４年（H１６） アカネ色素の削除

ⅰ）食品添加物による事故例（昭和３０年以降） すべて一過性

１９６６年（S４１） ズルチン めまい、嘔吐

１９６７年（S４２） 過酸化水素 吐き気等

１９６９，７１年（S４４，４６） グルタミン酸＊ 顔面圧迫等
(*2000年の二重盲検テストの結果、グルタミン酸が原因であることは否定される）

１９８０，８６，８８年（S５５，６１，６３） ニコチン酸 発疹等

不安は残る－２

（１）歴史的背景

３）それでも不安は残る？

34

（２）偏った教材
①中学用家庭科教科書

不安は残る－３

②中学用副読本
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「有害食品一覧表」 １９８０年出版

「食の歪みを正す」 １９８７年出版

（食品添加物・ガン戦争時代を生きぬくために）

「安全な食べ方新常識」 １９９９年出版

（環境ホルモン 農薬 添加物）

「買ってはいけない」 １９９９年出版

「食品の裏側」 ２００５年出版

など

（３）偏ったマスコミの情報の例

不安は残る－４
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フードファディズム(Food Faddism)
食生活を通じて、今よりさらに「健康」になりたいという強迫観念にとらわれて、

「これさえ食べれば健康になる」「この食品はいい食べ物だからもっと食べよう」と
いった、各種の健康関連商品やサービスをすぐに取り入れる近年の現象を、
『フードファディズム(food faddism)』と呼びます。

「食の流行(食べ物流行かぶれ)」と訳すことができるこの言葉は、テレビなど
マスコミの情報により特定の食品に特別の効果があると過大評価された結果、
一過性のブームが発生してしまうことをいいます。「高血圧にはAの食品が効く」
「Bの食品には○○が含まれているので食べると癌になる」などの情報がマスコミ
で取り上げられると、翌日の店先にはその食品が大量に並べられるか、もしくは
その食品は敬遠され、入手困難になってしまう光景を多く見かけます。

そもそも、食品に含まれる栄養成分やその働きは、バランスが欠けているとき
はある程度の目安になりますが、１つの食品への過度な期待は逆にバランスを崩
すきっかけになりかねません。結局は、多種多様の食品をバランスよく摂取するこ
とがベストであって、食生活と健康の関係に”近道”は存在しないということです。
また、フードファディズムに陥らないためには、知人の体験による口コミ、一見

科学的に思える商品情報を考え直したり、『メディアリテラシー（メディアから受
けた情報を判断する能力）』を鍛えるといったことが重要です。

群馬大学教育学部 髙橋久仁子教授
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●一部の食品メーカーや販売業者が消費者に訴求するための

マーケティング戦略として「無添加」を表示

食品の表示は、本来使用したものを示すもので、使用しないもの
を表示することは一般消費者に優良誤認などの誤解を与える。

•問題点

１．「無添加」表示について法的規定がない。

→業者によって内容がバラバラである（虚偽表示もある）。

２．「無添加」が体に良いとの科学的根拠は全くない。

→添加物が体に悪いとの根拠のないイメージを消費者に与える。

（４）消費者心理を利用した商品展開（無添加表示）

不安は残る－８
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読売新聞広告
2005年10月30日

「安全性」をイメージで
訴求？！
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日経レストラン 平成21年5月号

43

日本経済新聞（夕刊）
平成24年9月10日(月)

消費と生活
平成24年3･4月号
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書籍のご紹介

近畿大学准教授 有路昌彦著 2011年8月1日発行！

『無添加はかえって危ない』

発行：日経BPコンサルティング 定価：本体1,600円＋税
発売：日経BPマーケティング ISBN978-4-901823-82-1
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まとめ

１）１００％安全な食べ物はない。→ 食の安全は
リスク分析の考え方により科学的に判断する。

２）食品添加物はリスク評価され、人の健康に影響を

及ぼさないようにリスク管理されている。

３）食品に関係する人達は自己の発言に責任を持ち、

正しい情報発信に努め、消費者の不安感を利用
するような食品開発は控える。

４）一般消費者は、食に関し知識と理解を深め、いたず

らに不安がらず、楽しくバランスのよい食生活を。
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ゲーム「Crossroad」のご紹介
登録商標（2004-83439）

「クロスロード（CROSSROAD）」：
①重大な分かれ道、人生の岐路
②人と人が出会う場所、活動場所

•対象は高校生以上

•自分のコミュニケーション能力の問題点に気づく

•多様な意見があることを理解する

•知識習得の必要性を認識する

－食の安全編ー(財)日本公衆衛生協会発行


